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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面に複数の画像を表示する画像表示方法であって、
　ｎ（ｎは２以上の整数）個の各々の画像ｉ（ｉ＝１～ｎ）を、前記画面内で基準方向に
対して回転角度θｉ（０度≦θｉ＜３６０度）だけ回転させ、かつ前記ｎ個の画像をそれ
ぞれ重ね合わせて前記画面に表示する第１表示工程と、
　前記第１表示工程により前記画面に表示された前記ｎ個の画像のうち、ユーザーにより
指定された画像を選択する第１選択工程と、
　前記第１選択工程により選択された画像の前記基準方向に対する回転角度を０度にする
ことによって、該画像の向きを前記基準方向に一致させ、かつ前記画面に表示された前記
ｎ個の画像のうち、前記選択された画像の周囲にある８つの画像の向きも前記基準方向に
一致させ、前記８つの画像を前記選択された画像に隣接する位置に再配置し、前記選択さ
れた画像および該画像の周囲にある前記８つの画像の重ね位置を最上面側に移動させて表
示する第２表示工程と、
　ユーザーによるカーソルキー操作に応じて、前記選択された画像に隣接する位置に再配
置して表示された前記８つの画像の中から１つの画像を選択する第２選択工程とを有し、
　前記第１選択工程において、前記画面の４角のいずれかに表示されている画像が選択さ
れた場合は、前記第２表示工程において、前記選択された画像の周囲にある３つの画像の
み、向きを前記基準方向に一致させ、前記３つの画像を前記選択された画像に隣接する位
置に再配置して表示するとともに、前記選択された画像および該画像の周囲にある前記３
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つの画像の重ね位置を最上面側に移動させて表示し、前記第２選択工程において、ユーザ
ーによるカーソルキー操作に応じて、前記選択された画像に隣接する位置に再配置して表
示された前記３つの画像の中から１つの画像を選択する
ことを特徴とする画像表示方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像表示方法の各工程を画像表示装置に実行させるプログラム。
【請求項３】
　ｎ（ｎは２以上の整数）個の画像の各々の画像ｉ（ｉ＝１～ｎ）を、画面内で基準方向
に対して所定の回転角度θｉ（０度≦θｉ＜３６０度）だけ回転させ、かつ前記ｎ個の画
像の画面内での配置を決定する画面構成手段と、
　前記画面構成手段によって配置が決定された前記ｎ個の画像をそれぞれ重ね合わせて画
面に表示する表示制御手段と、
　画面に表示された画像の中から第１の画像をユーザーに選択させる選択手段と、
を有し、
　前記画面構成手段は、前記選択された第１の画像の前記基準方向に対する回転角度を０
度にすることによって、該画像の向きを前記基準方向に一致させるとともに、前記ｎ個の
画像のうち、前記選択された第１の画像の周囲にある８つの画像の向きも前記基準方向に
一致させ、前記８つの画像を前記選択された第１の画像に隣接する位置に再配置し、
　前記表示制御手段は、前記選択された第１の画像および該画像の周囲にある前記８つの
画像の重ね合わせ位置を最上面側に移動させて表示し、
　前記選択手段は、前記選択された第１の画像に隣接する位置に再配置して表示された前
記８つの画像の中から１つの画像をユーザーに選択させるものであり、
　前記画面の４角のいずれかに表示されている画像が前記第１の画像として選択された場
合は、
　前記画面構成手段が、前記選択された第１の画像の周囲にある３つの画像のみ、向きを
前記基準方向に一致させ、前記３つの画像を前記選択された第１の画像に隣接する位置に
再配置し、
　前記表示制御手段が、前記選択された第１の画像および該画像の周囲にある前記３つの
画像の重ね位置を最上面側に移動させて表示し、
　前記選択手段が、前記選択された第１の画像に隣接する位置に再配置して表示された前
記３つの画像の中から１つの画像をユーザーに選択させる
ことを特徴とする画像表示装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像表示方法に関し、特には、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラ
等によって撮影された画像を再生、表示する機能を有する画像表示装置、特にはデジタル
テレビが有する画像表示方法及びそれを画像表示装置などに実行させるアプリケーション
ソフトウエアプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタルスチルカメラ（以下、ＤＳＣとする）やデジタルビデオカメラ（以下、ＤＶＣ
とする）に使用される蓄積メディア、特にはメモリカードの大容量化を背景に、一枚のメ
モリカードにより撮影可能な画像の枚数が増加している。また多数の画像を撮影するが故
に、サムネイル画像を用いた画像の一覧表示時には、同一画面上により多くの画像を表示
させ、閲覧する画像を選択したいというユーザーニーズも高まっている。デジタルテレビ
放送の普及によりテレビ受信器（以下、テレビとする）のデジタル化が進んだこともあり
、パーソナルコンピュータ（以下、ＰＣとする）を用いた画像の閲覧ではなく、テレビに
おいてＤＳＣやＤＶＣで撮影した画像が閲覧可能な製品も存在する。
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【０００３】
　以下、図面を用いて従来例の説明を行なう。図２は、多数の画像に対するサムネイル一
覧表示の一例、図３はテレビのリモコンである。図２において、２０１はテレビの表示画
面全体、２０２は画像の選択候補を示すフォーカス枠、２０３は現在、フォーカス枠２０
２によりフォーカスされている画像をファイル名称と共に子画面表示する選択候補画像表
示、２０４はサムネイル一覧表示において、現在、フォーカス枠２０２によりフォーカス
されている画像との対角をなすサムネイル画像を示している。図３において、３０１は図
２の２０２で示したフォーカス枠を上下左右に移動させる４方向のカーソルキー、３０２
はフォーカスされている画像を図２のテレビ表示画面全体２０１に表示させる為に使用す
る決定キー、３０３はテレビのチャンネルを切り替える際に使用するチャンネルキーを示
している。
【０００４】
　プラズマディスプレイ、液晶ディスプレイ等の表示画面の大画面化が進んだこともあり
、それらを用いたテレビにおいては、図２に示すようなサムネイル一覧表示において、横
×縦：８×６枚、計４８枚のサムネイル一覧表示としてもサムネイル表示が小さくなり過
ぎずに、多数の画像を同一画面上に表示する事が可能である。ユーザーは、図３に示した
リモコンが有するカーソルキー３０１を用いてフォーカス枠２０２を移動させ、表示させ
たい画像候補を選択し、決定キー３０２を押す事により、テレビの表示画面全体２０１に
選択した画像を表示させる事が出来る。
【０００５】
　また、多数の画像を表示する表示方法としては特許文献１に記載されているように多数
の画像を部分的に重ねて表示し、その露出部分を変えながら画像の位置を変更する方法が
ある。
【特許文献１】特開２００１－３０６３７５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　サムネイルを一覧表示する際に、より多くの画像を同一画面上に表示するために画像を
回転させて表示させることが考えられるが、画像の視認性が低下し画像選択時の操作性が
低下するという課題がある。
【０００７】
　よって本発明の目的は、様々なサムネイル一覧表示のように、複数の画像を回転して表
示する場合に、ユーザーによる画像選択時の視認性を向上させることによって操作性を向
上させる画像表示方法および画像表示装置を提供することにある。
 
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る画像表示方法は、ｎ（ｎは２以上の整数）個
の各々の画像ｉ（ｉ＝１～ｎ）を、前記画面内で基準方向に対して回転角度θｉ（０度≦
θｉ＜３６０度）だけ回転させ、かつ前記ｎ個の画像をそれぞれ重ね合わせて前記画面に
表示する第１表示工程と、前記第１表示工程により前記画面に表示された前記ｎ個の画像
のうち、ユーザーにより指定された画像を選択する第１選択工程と、前記第１選択工程に
より選択された画像の前記基準方向に対する回転角度を０度にすることによって、該画像
の向きを前記基準方向に一致させ、かつ前記画面に表示された前記ｎ個の画像のうち、前
記選択された画像の周囲にある８つの画像の向きも前記基準方向に一致させ、前記８つの
画像を前記選択された画像に隣接する位置に再配置し、前記選択された画像および該画像
の周囲にある前記８つの画像の重ね位置を最上面側に移動させて表示する第２表示工程と
、ユーザーによるカーソルキー操作に応じて、前記選択された画像に隣接する位置に再配
置して表示された前記８つの画像の中から１つの画像を選択する第２選択工程とを有し、
前記第１選択工程において、前記画面の４角のいずれかに表示されている画像が選択され
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た場合は、前記第２表示工程において、前記選択された画像の周囲にある３つの画像のみ
、向きを前記基準方向に一致させ、前記３つの画像を前記選択された画像に隣接する位置
に再配置して表示するとともに、前記選択された画像および該画像の周囲にある前記３つ
の画像の重ね位置を最上面側に移動させて表示し、前記第２選択工程において、ユーザー
によるカーソルキー操作に応じて、前記選択された画像に隣接する位置に再配置して表示
された前記３つの画像の中から１つの画像を選択することを特徴とする。
 
【０００９】
　本発明によれば、複数の画像が異なる角度をもって配置されるが、選択されると基準方
向に揃うので、画像が認識しやすくなり、操作性も向上する。
【００１２】
　また、上述した各画像表示方法は、テレビ受像機などの画像表示装置の制御部に上記画
像表示方法を実行させるソフトウエアプログラムとして、記憶媒体やインターネットなど
の媒体を通じて提供される。
　また、本発明に係る画像表示装置は、ｎ（ｎは２以上の整数）個の画像の各々の画像ｉ
（ｉ＝１～ｎ）を、画面内で基準方向に対して所定の回転角度θｉ（０度≦θｉ＜３６０
度）だけ回転させ、かつ前記ｎ個の画像の画面内での配置を決定する画面構成手段と、前
記画面構成手段によって配置が決定された前記ｎ個の画像をそれぞれ重ね合わせて画面に
表示する表示制御手段と、画面に表示された画像の中から第１の画像をユーザーに選択さ
せる選択手段と、を有し、前記画面構成手段は、前記選択された第１の画像の前記基準方
向に対する回転角度を０度にすることによって、該画像の向きを前記基準方向に一致させ
るとともに、前記ｎ個の画像のうち、前記選択された第１の画像の周囲にある８つの画像
の向きも前記基準方向に一致させ、前記８つの画像を前記選択された第１の画像に隣接す
る位置に再配置し、前記表示制御手段は、前記選択された第１の画像および該画像の周囲
にある前記８つの画像の重ね合わせ位置を最上面側に移動させて表示し、前記選択手段は
、前記選択された第１の画像に隣接する位置に再配置して表示された前記８つの画像の中
から１つの画像をユーザーに選択させるものであり、前記画面の４角のいずれかに表示さ
れている画像が前記第１の画像として選択された場合は、前記画面構成手段が、前記選択
された第１の画像の周囲にある３つの画像のみ、向きを前記基準方向に一致させ、前記３
つの画像を前記選択された第１の画像に隣接する位置に再配置し、前記表示制御手段が、
前記選択された第１の画像および該画像の周囲にある前記３つの画像の重ね位置を最上面
側に移動させて表示し、前記選択手段が、前記選択された第１の画像に隣接する位置に再
配置して表示された前記３つの画像の中から１つの画像をユーザーに選択させることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　以上、述べた通り、本発明によれば、多数の画像を回転して画面上に同時に表示する場
合に、ユーザーによる画像選択時の視認性を向上させ、したがって操作性を向上させるこ
とができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　（第一の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の実施の第一形態について説明を行なう。
【００１５】
　図１は、第一の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック
図である。図１において、１０１はメモリカード制御部、１０２はソフトウエアとして提
供された本発明による画像表示方法を実行するＣＰＵ、１０３はメモリ、１０４は受光部
、１０５はリモコン、１０６は制御バス、１０７はＴＶ制御部、１０８は画像デコード部
、１０９は画面構成部、１１０は表示制御部、１１１は画像表示部である。尚、ＴＶ制御
部１０７は不図示のアンテナからのＴＶ放送信号を受信し、画像表示部１１１にＴＶ番組
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を表示する為の機能を有する部分である。
【００１６】
　図４は、図１におけるメモリカード制御部１０１に不図示のメモリカードが接続され、
画像表示部１１１に、図２で示したサムネイル一覧表示が表示されるまでの動作フローを
示している。
【００１７】
　図４のステップ４０１において、ユーザーにより、図１におけるメモリカード制御部１
０１に、ＤＳＣ、ＤＶＣ等で撮影された写真のような独立画像が多数、蓄積されたメモリ
カードが接続される。
【００１８】
　図４のステップ４０２において、前記メモリカードが接続された事を図１のメモリカー
ド制御部１０１が検知した場合は、その接続検知情報をＣＰＵ１０２に伝達する。
【００１９】
　図４のステップ４０３において、図１のＣＰＵ１０２は、制御バス１０６を介し、画面
構成部１０９と共に、サムネイル画像を一覧表示する為に必要なサムネイル画像データ以
外の表示データ、例えば図２の表示画面全体２０１に表示される背景データ等を構成し、
図４のステップ４０４において、図１の表示制御部１１０に送り、画像表示部１１１に描
画、画面表示する。
【００２０】
　図４のステップ４０５において、図１のＣＰＵ１０２は、制御バス１０６、メモリカー
ド制御部１０１を介して、前記メモリカード内に蓄積されている１画像ファイルをメモリ
１０３に読み込む。
【００２１】
　図４のステップ４０６において、図１のＣＰＵ１０２は、メモリ１０３に読み込まれた
画像ファイルからサムネイル画像情報を取り出す。
【００２２】
　図４のステップ４０７において、図１のＣＰＵ１０２は、取り出したサムネイル画像情
報を画像デコード部１０８に送り、サムネイル画像のデコードを行なう。
【００２３】
　図４のステップ４０８において、先のステップでデコードされたサムネイル画像データ
は、図１の表示制御部１１０に送られ、画像表示部１１１に描画、画面表示される。
【００２４】
　以上、図４のステップ４０５から４０８を一画面に同時表示可能な枚数分繰り返し、図
５の矢印で示すが如く、左上から右下まで、５０１で示した位置に最初に描画し、５０２
で示した位置まで順次描画を行ない、規定枚数分のサムネイル表示処理が完了した時点で
、ステップ４１０に進み、処理を終了する。尚、本実施形態においては、上記規定枚数を
４８枚としている。但し、メモリカード内に蓄積されている画像ファイルが４８枚に満た
ない場合、メモリカードに蓄積されている枚数を全てサムネイル表示した時点で、ステッ
プ４１０に進み、処理を終了する事になる。
【００２５】
　以下、図面を用いて、図２のサムネイル一覧表示から、ユーザーが２０４で示した画像
を選択し、画面全体に表示するまでの操作について述べる。
【００２６】
　図６に本実施形態におけるリモコンを示す。図６において符号が図３と同様のものは、
同様の機能を有するものである。図６において、６０１で示すものはフレーム表示キーで
ある。
【００２７】
　図２で示したサムネイル一覧表示から、ユーザーによる図６のフレームキー６０１押下
により、図７で示すような画面が表示される。図７において補助画像７０１で示すものは
、サムネイル画像表示領域を選択する表示フレームである。各表示フレームには補助画像
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として更に１から１２の数値が表示されている。サムネイル画像表示領域の分割数は図６
の３０３で示したチャンネルキー（領域選択手段）の数に対応しており、本実施形態にお
いては１２である。ユーザーが図７の２０４（図２の２０４と同様）で示した画像を選択
する場合には、まず図６の３０３で示したチャンネルキーの“１２”を押下する。これに
より図８で示すような画面に遷移する。このように、選択の対象となる画像の範囲を限定
するための補助画像を、前記多数の画像が同時に表示された画面に合成して表示すること
により、絞込みが容易に行える。そして、選択の対象となる画像の範囲は、画像を選択す
るための操作手段の第１のキー（チャンネルキー）に対する一単位の操作によって選択さ
れる。
【００２８】
　図８の８０１で示すものは、図２、図７の２０２で示したフォーカス枠と同様のもので
ある。図８の表示状態から、ユーザーは図６のカーソルキー（操作手段）３０１を使用し
、フォーカス枠８０１を移動させ、図８の２０４（図７の２０４と同様）のサムネイル画
像位置に合わせ、図６の決定キー３０２を押下する事により、画像を画面全体に表示する
ことが出来る。このように、チャンネルキーにより選択された画像群の中から第２のキー
（カーソルキー、決定キー）に対する操作によって１つの画像を選択する。こうして、操
作性がより向上する。
【００２９】
　上述によれば、フレームキー１回、カーソルキーを最低２回、決定キーを１回、計最低
４回のリモコン操作により、図２のフォーカス枠２０２のある画像から、２０４の画像を
選択し、表示させる事が可能となる。上述の課題で述べた操作回数の最低１３回と比較し
、９回の操作回数を削減可能となり、操作性が良くないという課題は解決される。
【００３０】
　（第二の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第二実施形態について説明を行なう。
【００３１】
第二の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック図は、第一
の実施形態同様、図１である。
【００３２】
　図９は、本実施形態におけるサムネイル一覧表示を示す図である。より多くの画像を同
一画面上に一覧表示させ、且つ、プリントされた銀塩写真を机の上にばら撒いて写真を選
択するような事をユーザーにイメージさせるサムネイル一覧表示としている。多数の画像
のうち、少なくとも一つの画像（ここでは、４７枚の画像）を、画面内で基準方向に対し
て所定の角度θ（０度＜θ＜３６０度）もって回転して表示している。基準方向とはここ
で、画像の横辺に対して水平、縦辺に対して垂直な方向であり、それぞれ画面の横縦辺と
それぞれ並行な方向である。
【００３３】
　図９において、９０１はテレビの表示画面全体、９０２は現在の画像の選択候補を示す
フォーカス枠、９０３は現在、フォーカス枠９０２によりフォーカスされている画像をフ
ァイル名称と共に子画面表示する選択候補画像表示、９０４はサムネイル一覧表示におい
て、現在、フォーカス枠９０２によりフォーカスされている画像と対角をなすサムネイル
画像を示している。
【００３４】
　図１０は、図１におけるメモリカード制御部１０１に不図示のメモリカードが接続され
、画像表示部１１１に、図９で示したサムネイル一覧画面が表示されるまでの動作フロー
を示している。
【００３５】
　図１０のステップ１００１において、ユーザーにより、図１におけるメモリカード制御
部１０１に、ＤＳＣ、ＤＶＣ等で撮影された画像が多数、蓄積されたメモリカードが接続
される。
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【００３６】
　図１０のステップ１００２において、前記メモリカードが接続された事を図１のメモリ
カード制御部１０１が検知した場合は、その接続検知情報をＣＰＵ１０２に伝達する。
【００３７】
　図１０のステップ１００３において、図１のＣＰＵ１０２は、制御バス１０６を介し、
画面構成部１０９と共にサムネイル画像を一覧表示する為に必要なサムネイル画像データ
以外の表示データ、例えば図９の表示画面全体９０１に表示される背景データ等を構成し
、図１０のステップ１００４において、表示制御部１１０に送り、画像表示部１１１に描
画、表示する。
【００３８】
　図１０のステップ１００５において、図１のＣＰＵ１０２は、制御バス１０６、メモリ
カード制御部１０１を介して、前記メモリカード内に蓄積されている１画像ファイルをメ
モリ１０３に読み込む。
【００３９】
　図１０のステップ１００６において、図１のＣＰＵ１０２は、読み込んだ画像ファイル
に対し、Ｉｎｄｅｘ値を割り当て、図１０のステップ１００７において、サムネイル画像
情報を取り出す。
【００４０】
　　以上、図１０のステップ１００５から１００７を一画面に同時表示可能な枚数分繰り
返す事になる。そのステップ１００６において割り当てられるＩｎｄｅｘ値と画像の位置
関係を仮想的に示す図を図１１、図１１の１１０６で示す部分のみを示す図を図１２に示
す。但し、図１１は、図１の画像表示部１１１に、実際に描画、表示される状態を示すも
のではなく、上述したようにＩｎｄｅｘ値と画像の位置関係を仮想的に示すものである。
図１１の１１０２で示すものはＩｎｄｅｘ値０、１１０３で示すものはＩｎｄｅｘ値１、
１１０４で示すものはＩｎｄｅｘ値８、１１０５で示すものはＩｎｄｅｘ値９、１１０６
で示すものはＩｎｄｅｘ値４８が割り当てられた画像を示す。上述の図１０のステップ１
００５から１００７の繰り返しにおいて、ステップ１００６で割り当てられるＩｎｄｅｘ
値は、０から開始し、読み込んだ画像ファイル毎に１ずつインクリメントされている。図
１１におけるｉｎｄｅｘ０からｉｎｄｅｘ４７までのサムネイル画像は、図２で示したサ
ムネイル一覧表示時と同様の位置関係としており、図２のフォーカス枠２０２のあたって
いる画像は、図１１のｉｎｄｅｘ０、図２の２０４で示した画像は、図１１のｉｎｄｅｘ
４７に相当する。図１２において符号が指し示すものが図１１と同様のものは、同じ画像
を示し、図１２の１２０１は、図１１の１１０６で示すｉｎｄｅｘ４８の画像の中心位置
を示している。図１１のｉｎｄｅｘ４８からｉｎｄｅｘ８２の画像は、ｉｎｄｅｘ４８を
例として図１２に示すように、周辺に存在する４枚の画像であるｉｎｄｅｘ０の画像１１
０２の左上角とｉｎｄｅｘ９の画像１１０５の右下角、ｉｎｄｅｘ１の画像１１０３の右
上角とｉｎｄｅｘ８の画像１１０４の左下角とを結ぶ線の交差点の上にｉｎｄｅｘ４８の
画像の中心点が重なるよう配置している。このように一画面上に配置される最大枚数は、
本実施形態では８３枚である。換言すれば、前記多数の画像のうち、第１の群に属する画
像（ｉｎｄｅｘ０～ｉｎｄｅｘ４７）までを所定の間隔で２次元マトリクス状に配置し、
第２の群に属する画像（ｉｎｄｅｘ４８～ｉｎｄｅｘ８２）を所定の間隔で２次元マトリ
クス状に配置し、前記第１の群と前記第２の群とが前記所定の間隔より小なる、半分の間
隔でずれて配置され基準となる配置位置が決められる。その後、後述するように、その位
置で各画像の中心を軸に面内回転させ、重ね合わせの順序が決定されて、全ての画像が効
率良く表示される。
【００４１】
　よって、図１０のステップ１００８において、図１のＣＰＵ１０２は、最大８３枚の画
像を読み込むか、メモリカードに蓄積されている枚数を全て読み込んだ時点で、次のステ
ップに進む。
【００４２】
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　図１０のステップ１００９において、図１のＣＰＵ１０２は、ｉｎｄｅｘ値順にサムネ
イル画像の回転角度θ（０度＜θ＜３６０度）を決定する。基準方向は水平方向とする。
ここでは０度＜θ＜３６０度と等価である、－１８０度から１８０度まで、より好ましく
は－９０度～＋９０度までの範囲から乱数をソフトウェア的に発生させる構成とした。得
た乱数値を画像の回転角θと決定する。例えば、乱数値が４７の場合には、図１２の１２
０１で示した画像の中心点を中心に、時計回りに４７度回転させる事になり、乱数値が－
３０の場合には、反時計回りに３０度回転させる。図１のＣＰＵ１０２は、ステップ１０
０９を繰り返し、最大８３枚の画像を読み込むか、メモリカードに蓄積されている枚数を
全て読み込んだ時点（ステップ１０１０に相当）で、次のステップ１０１１に進む。
【００４３】
　図１０のステップ１０１１において、図１のＣＰＵ１０２は、後のステップ１０１３に
おいてサムネイル画像の描画順序を決定する為に再度、乱数を発生させる。ここではソフ
トウェア的に、０から３２７６７までの乱数を発生させる構成とした。図１のＣＰＵ１０
２は、ステップ１０１１を繰り返し、最大８３枚の画像を読み込むか、メモリカードに蓄
積されている枚数を全て読み込んだ時点（ステップ１０１２に相当）で、次のステップに
進む。
【００４４】
　図１０のステップ１０１３において、上述のステップ１０１１で発生させた乱数値を小
さい順番に並べ替え、描画順序を決定する。例えばｉｎｄｅｘ５０が有する乱数値が１２
０３、ｉｎｄｅｘ５１が有する乱数値が９８の場合、ｉｎｄｅｘ５１の画像がｉｎｄｅｘ
５０の画像より先に描画される事になる。乱数値が同じ場合には、ｉｎｄｅｘ値の小さい
画像が先に描画される。
【００４５】
　図１０のステップ１０１４において、図１のＣＰＵ１０２は、先のステップ１０１３に
よって決定された描画順序に従い、上述の１００７で取り出されたサムネイル画像を図１
のメモリ１０３から読み込み、画像デコード部１０８に送り、サムネイル画像のデコード
を行なう。デコードされたサムネイル画像データは、図１０のステップ１０１６において
、図１の表示制御部１１０に送られ、画像表示部１１１に描画、表示される。
【００４６】
　以上、図１０のステップ１０１４から１０１６を最大８３枚の画像を読み込むか、メモ
リカードに蓄積されている枚数を全て読み込んだ時点まで繰り返し、ステップ１０１８に
進み処理を終了すると、図９のようなサムネイル一覧表示が表示される。
【００４７】
　以下、図面を用いて、図９で示したサムネイル一覧表示から、ユーザーが９０４で示し
た画像を選択し、画面全体に表示するまでの操作について述べる。尚、本実施形態におい
て使用するリモコンは、第一の実施形態同様、図６に示されるものである。ここでは、前
記多数の画像のうち、少なくとも一つの画像を、画面内で基準方向に対して所定の角度θ
（０度＜θ＜３６０度）もって回転して表示された画像が選択された場合には、該画像の
向きを前記基準方向に一致させて表示する。
【００４８】
　図９で示したサムネイル一覧から、ユーザーによる図６のフレームキー６０１押下によ
り、図１３で示すような画面が表示される。図１３において補助画像１３０１で示すもの
は、サムネイル画像表示領域を選択する表示フレームである。
【００４９】
各表示フレームには補助画像として更に１から１２の数値が表示されている。サムネイル
画像表示領域の分割数は図６の３０３で示したチャンネルキー（領域選択手段）の数に対
応しており、本実施形態においては第一実施形態同様、１２である。ユーザーが９０４で
示した画像を選択する場合には、まず図６の３０３で示したチャンネルキーの“１２”を
押下する。これにより図１４で示すような画面が表示される。図１４の１４０１で示すも
のは、図９、図１３のフォーカス枠９０２と同様のものである。このフォーカス枠１４０
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１でフォーカスされる画像は回転が元に戻り基準方向に整列し、次に、図６の決定キー３
０２を押下する事により、画像を画面全体に表示することが出来る。ここでは、ユーザー
に対し、フォーカスされた画像の視認性を向上させ、選択がし易くなるように、フォーカ
スされた画像と表示画面全体９０１の上下左右各４辺が並行になるようサムネイル画像を
回転させる、サムネイル画像同士の重なりに対し、フォーカスされた画像が最上面となる
ように移動させるよう再描画する構成とした。図１４の表示状態から、ユーザーは図６の
カーソルキー（操作手段）３０１を使用し、フォーカス枠１４０１を移動させ、図１４の
９０４のサムネイル位置に合わせ、図６の決定キー３０２を押下する事により、画像を画
面全体９０１に表示することになる。図１４のサムネイル一覧表示状態においては、下移
動のカーソルキーを２回、押下する事により、図１４の９０４のサムネイル位置に合わせ
る事が可能である。ここでのカーソルの移動方向は、移動方向に存在する複数の画像との
重なり面積の大きさにより、決定している。図１５において１５０１と１５０２で示す部
分が、画像同士の重なり部分を示している。図１４、図１５で示した例では、右下に存在
する１５０２の方が重なり面積が大きい為、図１４のフォーカス枠１４０１は、重なり面
積が大きい右下の画像に移動することになる。
【００５０】
　上述の通り、フレームキー１回、カーソルキーを最低２回（図１５に示すような重なり
面積の関係によっては３回となる）、決定キーを１回、計４回（計５回）のリモコン操作
により、図９のフォーカス枠９０２のある画像から、９０４の画像を全画面に表示させる
事が可能となる。上述の課題で述べた操作回数１３回と比較し、９回（８回）の操作回数
を削減可能となり、操作性が向上する。
【００５１】
　（第三の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第三実施形態について説明を行なう。
【００５２】
　第三の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック図は、第
一、第二の実施形態同様、図１である。
【００５３】
　図１６に本実施形態において使用するリモコンを示す。図１６において符号が図６と同
様のものは、同様の機能を有するものである。図１６において、１６０１で示すものはア
シストキーである。
【００５４】
　上述の実施形態で示した図１４のサムネイル一覧表示から、ユーザーによる図１６のア
シストキー１６０１押下により、図１７で示すような画面が表示される。図１７の補助画
像１７０１、１７０２、１７０３、１７０４で示すものは各々、図１６で示したリモコン
のカーソルキー（領域選択手段）３０１上、右、下、左押下によって、フォーカス枠１４
０１を移動させることが出来る方向を示すアシスト表示画像である。また図１７の表示状
態から、ユーザーによる図１６のアシストキー１６０１押下により、図１８の補助画像１
８０１、１８０２、１８０３、１８０４に示す通り、図１６で示したリモコンのカーソル
キー３０１上、右、下、左押下によって、フォーカス枠１４０１を移動させることが出来
る方向を示すアシスト表示画像の位置を変更する事が可能である。ユーザーはこのアシス
ト表示画像に従い、カーソルキー３０１の操作に迷うことなく、フォーカス枠１４０１を
移動させ、任意のサムネイル画像の選択を行なう事が可能であり、操作性が向上する。
【００５５】
　特に、各画像をその一部が露出するように部分的に重ねて、回転させたり、ランダムに
配置して表示する場合には、上下左右キーにより選択可能な画像がどれにあたるか判別し
難いこともあるので、このような場合に上記補助画像は有効である。
【００５６】
　（第四の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第四の実施形態について説明を行なう。
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【００５７】
　第四の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック図は、第
一、第二、第三の実施形態同様、図１である。
【００５８】
　図１９は、本実施形態におけるサムネイル一覧表示を示す図である。本実施形態におい
ては、１９０２で示すフォーカス枠によってフォーカスされているサムネイル画像の周辺
に配置される１９０３、１９０４、１９０５で示した画像を、各画像と表示画面全体２０
０１の上下左右各４辺が並行になるようサムネイル画像を回転させ、元の基準方向に戻し
て表示するとともに、サムネイル画像同士の重なりに対し、それらが、最上面となるよう
に移動させるよう再描画する構成とした。これにより、図６で示したリモコンのカーソル
キー（操作手段）３０１押下により、フォーカス枠１９０１を移動できる方向が判別でき
る。図１９の表示においては、１９０２の画像は図１１におけるｉｎｄｅｘ０の画像、１
９０３の画像は図１１におけるｉｎｄｅｘ８の画像、１９０４の画像は図１１におけるｉ
ｎｄｅｘ４８の画像に相当する。
【００５９】
　また図２０に示すように、カーソル枠２００２によってフォーカスされているサムネイ
ル画像周辺の再描画の最大枚数は８枚としている。図２０の表示においては各々、２００
３は図１１におけるｉｎｄｅｘ７４の画像、２００４は図１１におけるｉｎｄｅｘ３０の
画像、２００５は図１１におけるｉｎｄｅｘ７５の画像、２００６は図１１におけるｉｎ
ｄｅｘ３９の画像、２００７は図１１におけるｉｎｄｅｘ８２の画像、２００８は図１１
におけるｉｎｄｅｘ４６の画像、２００９は図１１におけるｉｎｄｅｘ８１の画像、２０
１０は図１１におけるｉｎｄｅｘ３７の画像に相当する。
【００６０】
　上述の表示方法によれば、図６で示したリモコンのカーソルキー３０１の操作に迷うこ
となく、フォーカス枠を移動させ、任意のサムネイル画像の選択を行なう事が可能であり
、操作性が向上する。
【００６１】
　（第五の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第五の実施形態について説明を行なう。
【００６２】
　第五の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック図は、第
一、第二、第三、第四の実施形態同様、図１である。
【００６３】
　図２１は、図１３で示したサムネイル一覧表示から、図６で示したリモコンの“１”の
チャンネルキー（領域選択手段）３０３を押下した場合に表示される画面を示している。
ここでは、図１３の１３０１で示したフレーム枠の“１”の領域内に存在するサムネイル
画像のみの一覧を拡大して表示させる事とした。
【００６４】
　上述の表示方法によれば、図６で示したリモコンのカーソルキー（操作手段）３０１の
操作に迷うことなく、フォーカス枠を移動させ、任意のサムネイル画像の選択を行なう事
が可能であり、操作性が向上する。
【００６５】
　尚、図１３に示したサムネイル画像の一覧は画面の左側に縮小表示されると共に、図１
３に示されるサムネイルの一覧表示への表示の切り替えを指示するボタンも画面上に表示
されている。
【００６６】
　（第六の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第六の実施形態について説明を行なう。
【００６７】
　図２２は、第六の実施形態として本発明が適用される画像表示装置形態を示したブロッ
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ク図である。図２２において、図１と符号が同様のものは、同様の機能を有するものであ
る。図２２の２２０１は無線送受信部、２２０２は携帯端末である。
【００６８】
　図２３は、ユーザーが図２２の携帯端末２２０２を操作し、図２４で示すようなサムネ
イル一覧画像が表示されるまでの動作フローを示している。図２５に図２２の携帯端末２
２０２の一例を示すが、本実施形態では携帯電話を想定している。図２５において２５０
１は、図２４のフォーカス枠２０２を上下左右に移動させる４方向のカーソルキー（操作
手段）、２５０２は１～９までの数字キー（領域選択手段）、２５０３は“＊”キー、２
５０４は“０”の数字キー、２５０５は“＃”キーである。
【００６９】
　図２３のステップ２３０１において、ユーザーによる図２５の“＊”キー２５０３押下
により、図２２で示した無線送受信部２２０１に対し、携帯端末２２０２からのサムネイ
ル一覧表示要求信号が発信される。
【００７０】
　図２３のステップ２３０２において、図２２の携帯端末２２０２からの信号を無線送受
信部２２０１が受信検知した場合は、その受信検知情報をＣＰＵ１０２に伝達する。
【００７１】
　図２３のステップ２３０３において、前記受信検知情報を受けた図２２のＣＰＵ１０２
は、制御バス１０６、無線送受信部２２０１を介し、携帯端末２２０２の有する数字キー
のチェックを行なう。
【００７２】
　図２３のステップ２３０４において、前記数字キーのチェックの結果、１～１２、１２
個の数字キーを有するものではない事を識別した場合には、ステップ２３０５に進む。１
２個の数字キーを有するものであった場合には、ステップ２３１２に進み、処理を終了す
る。
【００７３】
　図２３のステップ２３０５において、ＣＰＵ１０２は、制御バス１０６を介し、画面構
成部１０９と共にサムネイル画像を一覧表示する為に必要なサムネイル画像データ以外の
表示データ、例えば、図２４の表示画面全体２０１に表示される背景データ等を構成し、
図２３のステップ２３０６において、表示制御部１１０に送り、画像表示部１１１に描画
、表示する。
【００７４】
　図２３のステップ２３０７において、図２２のＣＰＵ１０２は、制御バス１０６、メモ
リカード制御部１０１を介して、不図示のメモリカード内に蓄積されている１画像ファイ
ルをメモリ１０３に読み込む。
【００７５】
　図２３のステップ２３０８において、図２２のＣＰＵ１０２は、メモリ１０３に読み込
まれた画像ファイルからサムネイル画像情報を取り出す。
【００７６】
　図２３のステップ２３０９において、図２２のＣＰＵ１０２は、取り出したサムネイル
画像情報を画像デコード部１０８に送り、サムネイル画像のデコードを行なう。
【００７７】
　図２３のステップ２３１０において、先のステップでデコードされたサムネイル画像デ
ータは、図２２の表示制御部１１０に送られ、画像表示部１１１に描画、表示される。
【００７８】
　以上、図２３のステップ２３０７から２３１０を一画面に同時表示可能な枚数分繰り返
し、サムネイル画像の描画を順次行ない、規定枚数分のサムネイル表示処理が完了した時
点で、ステップ２３１２に進み、処理を終了する。尚、本実施形態においては、上記規定
枚数を５４枚としている。但し、メモリカード内に蓄積されている画像ファイルが５４枚
に満たない場合、メモリカードに蓄積されている枚数を全てサムネイル表示した時点で、
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ステップ２３１２に進み、処理を終了する事になる。
【００７９】
　以下、図面を用いて、図２４で示したサムネイル一覧表示から、ユーザーが２４０１で
示した画像を選択し、画面全体２０１に表示するまでの操作について述べる。
【００８０】
　図２４で示したサムネイル一覧表示から、ユーザーによる図２５の“＃”キー２５０５
押下により、図２６で示すような画面が表示される。図２６において２６０１で示すもの
は、サムネイル画像表示領域を選択するフレーム表示である。
【００８１】
サムネイル画像表示領域の分割数は図２５の数字キー２５０２の数に対応しており、本実
施形態においては９である。ユーザーが図２６の２４０１（図２４の２４０１と同様）で
示した画像を選択する場合には、まず図２５の２５０２で示した数字キーの“９”を押下
する。これにより図２６の２０２（図２４の２０２と同様）で示したフォーカス枠は、２
６０２で示した画像の位置に移動する。その後、図２５のカーソルキー２５０１を使用し
、フォーカス枠２０２を移動させ、２４０１の画像位置に合わせ、図２５の０キー２５０
４を押下する事により、画像を画面全体に表示する事が出来る。
【００８２】
　上述の通り、数字キーが１２に満たない携帯電話等の携帯端末を用いて、操作する場合
においても、サムネイル画像表示領域の分割数を携帯端末の有する数字キーの数に対応さ
せる事で、第一の実施形態とほぼ同等の操作回数とする事が出来る。従来例と比較しても
操作回数は削減され、操作性が向上する。
【００８３】
　（第七の実施形態）
　以下、図面を用いて本発明の第七の実施形態について説明を行なう。
【００８４】
　第七の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック図は、第
一、第二、第三、第四、第五の実施形態同様、図１である。
【００８５】
　図２７に本実施形態において使用するリモコンを示す。図２７において符号が図６や図
１６と同様なものは、同様の機能を有するものである。図２７において、２７０１で示す
ものは８方向のカーソルキー（操作手段）である。
【００８６】
　図２７で示すようなリモコンを用いる場合には、第三の実施形態において述べたアシス
ト画像表示を、図２８の２８０１から２８０８に示すよう、上、右上、右、右下、下、左
下、左、左上と８個表示させる。リモコンの有するカーソルキーの数に対応させたアシス
ト画像表示とする事により、ユーザーはリモコンの操作に迷うことなく、フォーカス枠を
移動させ、任意のサムネイル画像の選択を行なう事が可能であり、操作性が向上する。
【００８７】
　尚、各実施形態において、補助画像は、押下したキーの押下解除に伴って、消滅しても
よい。同様に、基準方向に整列した画像は、押下したキーの押下解除に伴って、再び角度
θだけ回転して表示されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】第一、第二、第三、第四、第五、第七の実施形態として本発明が適用される画像
表示装置構成を示したブロック図である。
【図２】本発明における従来例、及び第一の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイ
ル一覧表示の一例を示す図である。
【図３】本発明における従来例に係るリモコンを示す図である。
【図４】本発明における第一の実施形態に係る動作フローである。
【図５】本発明における第一の実施形態に係る描画順序を概念的に示す図である。
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【図６】本発明における第一の実施形態に係るリモコンを示す図である。
【図７】本発明における第一の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示の
一例を示す図である。
【図８】本発明における第一の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示の
一例を示す図である。
【図９】本発明における第二の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示の
一例を示す図である。
【図１０】本発明における第二の実施形態に係る動作フローである。
【図１１】本発明における第二の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル画像の配
置を概念的に示す図である。
【図１２】本発明における第二の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル画像の配
置を概念的に示す図である。
【図１３】本発明における第二、第五の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一
覧表示の一例を示す図である。
【図１４】本発明における第二、第三の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一
覧表示の一例を示す図である。
【図１５】本発明における第二の実施形態に係る複数画像の重なりを示す図である。
【図１６】本発明における第三の実施形態に係るリモコンを示す図である。
【図１７】本発明における第三の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図１８】本発明における第三の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図１９】本発明における第四の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図２０】本発明における第四の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図２１】本発明における第五の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図２２】第六の実施形態として本発明が適用される画像表示装置構成を示したブロック
図を示す図である。
【図２３】本発明における第六の実施形態に係る動作フローである。
【図２４】本発明における第六の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図２５】本発明における第六の実施形態に係る携帯端末を示す図である。
【図２６】本発明における第六の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【図２７】本発明における第七の実施形態に係るリモコンを示す図である。
【図２８】本発明における第七の実施形態に係る多数の画像に対するサムネイル一覧表示
の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８９】
１０１　メモリカード制御部
１０２　ＣＰＵ
１０３　メモリ
１０４　受光部
１０５　リモコン
１０６　制御バス
１０７　ＴＶ制御部
１０８　画像デコード部
１０９　画面構成部
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１１０　表示制御部
１１１　画像表示部
２２０１　無線送受信部
２２０２　携帯端末

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】



(22) JP 4574656 B2 2010.11.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  大野　智之
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社　内
(72)発明者  荒谷　俊太郎
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社　内
(72)発明者  吉川　智康
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社　内
(72)発明者  宮本　勝弘
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号　キヤノン株式会社　内

    審査官  梅本　章子

(56)参考文献  特開２０００－２７６２７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０７４３２２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３０９９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３４２７４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－２６３１４８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／７６　－　　５／９５６
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０４８　　　
              Ｇ０６Ｆ　　１７／３０　　　
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

